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入札参加資格停止の措置について 
 

１ 概 要 

 （株）佐藤工務店の代表取締役は、弥富市が発注した工事において、同市元建設部

長が漏洩した入札情報をもとに業者間で受注調整をしていたとして、公契約関係競売

等妨害の罪で令和８年３月４日に略式起訴された。 

 

２ 対 応 

「岐阜県建設工事請負契約に係る入札参加資格停止等措置要領」第２第１項及び別表

第２第４号の規定に基づき、入札参加資格の停止措置を講じる。 

 

３ 停止措置業者 

   （株）佐藤工務店（本店：愛知県弥富市） 

 

４ 停止期間 

令和８年５月２２日から令和９年５月２１日まで（１２カ月） 

 

５ 参 考 

○「岐阜県建設工事請負契約に係る入札参加資格停止等措置要領」（抜粋）                         

   （資格停止） 

第２ 知事は、有資格業者が別表第１又は別表第２に掲げる措置要件のいずれかに

該当する場合は、それぞれ同表に定める期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、

当該有資格業者について資格停止を行うものとする。 

   

別表第２             

               措    置    要    件         期    間 

（競売入札妨害又は談合） 

４ 次の(1)から(3)までに掲げる者が競売入札妨害（刑法（明治４０年法律

第４５号）第９６条の６第１項に規定する罪をいう。）又は談合（刑法第

９６条の６第２項に規定する罪をいう。）の容疑により逮捕され、又は逮

捕を経ないで公訴を提起されたとき。 

  （１）代表役員等 

  （２）一般役員等 

  （３）使用人 

 

 

 

 

 

10カ月以上12カ月以内 

７カ月以上９カ月以内 

４カ月以上６カ月以内 

 


